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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

 労働基準行政の推進につきましては、日頃からご協力・ご支援をいただき感謝

申し上げます。 

 さて、塩酸、硝酸等の歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所

における業務に常時従事する労働者については、これらのガス等に長期間ばく

露されることにより歯の欠損等を起こす場合があることから、労働安全衛生規

則第４８条において歯科医師による健康診断の実施が事業者に義務付けられて

いるところですが、令和元年に厚生労働省が実施した調査において、常時使用す

る労働者が５０人未満の事業場において、歯科健診の実施率が非常に低いこと

が判明したところです。 

 このようなことから、今般、歯科健診の実施状況を正確に把握し、その実施率

の向上を図るため、別紙のとおり労働安全衛生規則について所要の改正を行い

ました。 

 つきましては、同封のリーフレットなどを参考に、参加会員に対し、本改正内

容等が周知されるようご協力をお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【担当】 

 室蘭労働基準監督署 第 3 方面  

    電 話 ０１４３－２３－６１３１ 



別紙 
 
第１ 改正内容 
（１）有害な業務（※）に従事する労働者に対して歯科健診を実施する義務のあ

る事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第４８

条の歯科健診（定期のものに限る。）を行ったときは、遅滞なく歯科健診の

結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならいないことといた

しました。 
  ※ 労働安全衛生法施行令第２２条第３項において、「塩素、硝酸、硫酸、

亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸

気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。 
 
（２）現行の定期健康診断結果報告書（様式第６号）から、歯科健診に係る記載

欄を削除することとし、歯科健診に係る報告として、「有害な業務に係る歯

科健康診断結果報告書（様式第６号の２）」を新たに作成いたしました。 
   当該報告書について、様式第６号には記載欄がなかった歯科健診に係る

有害な業務の内容等の記載欄を追加いたしました。 
 
（３）その他所要の改正を行いました。 
 
第２ 改正期日等 
（１）改正期日 
   改正省令は、令和４年１０月１日より施行いたします。 
 
（２）経過措置 
   改正省令の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の安衛

則様式第６号の報告書は改正省令による改正後の安衛則様式第６号の２の

報告書とみなすとともに、改正省令の施行の際、現にある旧安衛則に定める

報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

ます。 
   また、改正省令の施行の日前に行われた安衛則第４８条の健康診断（定期

のものに限る。）に係る同令第５２条の規定の適用については、なお従前の

例によります。 
 


